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豪ロウ中銀新総裁がモリソン財務相と共同声明を発表     
Insights from UBS Asset Management 
 

ポイント 

・豪州準備銀行（RBA）のロウ新総裁が、モリソン財務相と共同声明で、インフレターゲット（2-3％）の堅持を表明。 

・ロウ新総裁の議会証言は、スティーブンス前総裁の政策姿勢を踏襲も、市場ではタカ派寄りとの見方も。 

・金融市場では、利下げ観測が後退し、豪ドルは対米ドルで堅調に推移。 

 

インフレターゲット（2-3％）の堅持を表明 

9 月 19 日（月）、豪州準備銀行（RBA）のフィリッ

プ・ロウ新総裁が、モリソン財務相と共同声明

（Statement on conduct of Monetary Policy）を発

表しました。この声明は 1996 年以降では 7 回目であ

り、通常は連邦選挙の後で財務相と RBA 総裁が共同

作成します。  

一部の市場では、インフレターゲットを現在の低イン

フレに合わせた水準に変更するとの観測がくすぶって

いましたが、この声明文において、従来通りのインフ

レターゲット（2-3％）堅持の姿勢を明らかにしまし

た。また、モリソン財務相は、金利が更にゼロに向か

って低下しても、RBA が日欧米で行われているよう

な量的緩和や国債購入を行って豪州経済をサポートす

るという考え方を否定しました。その他、「インフレ

ターゲットはかなりの柔軟性を持っていることを、特

に海外の市場関係者は過小評価している」、「RBA

は 20 年以上にわたり活用されてきたこのインフレタ

ーゲットレンジの上限以上や下限以下のインフレ率を

許容してきたが、ターゲットをやめる考えはない」と

述べました。  

前回の共同声明文は、2013 年にスティーブンス前総

裁・モリソン財務相時代に作成されています。内容の

変更はほとんどありませんでしたが、若干変更が加え

られたのは「低インフレの必要性」と言う表現が「安

定的な低インフレの必要性」に変更された点です。

「インフレターゲットを現状に即して引き下げるべき」

とか、「名目成長率を目標にすべき」などの過激な意

見も一部市場では出ていましたが、モリソン財務相は

「今は他のパラダイムにシフトすべきときではない」

と答え、金融政策の最重要目標は「通貨の安定、完全

雇用の実現を通じて豪州国民の繁栄に資すること」と

述べています。 

ロウ新総裁の議会証言はタカ派寄りとの見方も 

また、9 月 22 日にロウ新総裁は議会で金融政策に関

して発言しています。概ねスティーブンス前総裁の政

策姿勢を踏襲しており、主なポイントは以下の通りで

す。  

・柔軟な中期的インフレターゲットが望ましい。 

・暫く低インフレが続くであろう。 

・インフレターゲット 2-3％を支持する。レンジを外

れても寛容であるべきだ。 

・経済は低金利と 2013 年以降の豪ドル下落の恩恵を

受けている。 

・資源投資の後退は終わりに近づきつつある。 

・大方の中央銀行は自国通貨安を望む。豪ドルがかつ

て非常に高かったことは事実であり、低くあるべきで

あったが、具体的なターゲットレベルはない。 



一部市場参加者からは、過去のロウ新総裁の発言と今

回の発言を受けて、ロウ新総裁はタカ派的な姿勢を強

めているとの見方が出てきています。 

インフレターゲットの堅持が表明されたことで、ター

ゲット変更に伴う追加利下げシナリオは後退を余儀な

くされると見られます。豪州では住宅価格が上昇し、

民間部門での対 GDP の負債比率が過去最高になるな

か、新総裁は、今後更なる利下げにより「金融の安定

性」が揺らぐリスクを考慮し、政策金利を当面据え置

くとの見方も出てきています。 

9 月 6 日の金融政策理事会以降、RBA 新総裁の政策

姿勢が明らかになるにつれ、豪州 2 年国債利回りは

上昇し、豪ドルは対米ドルで堅調な推移となっていま

す。 

 

■豪州 2 年国債利回りと豪ドル/米ドルの推移         

（2016 年 1 月 1 日～2016 年 9 月 23 日、日次）

 

出所：ブルームバーグ  
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上記のデータは過去のものであり、将来の動向を示唆、保証するものではありません。 
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見書）や契約締結前交付書面でご確認ください。なお、以下
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投資信託の費用について 
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面等にてご確認ください。 
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